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１．利用者登録の手順 

 

○当者ホームページの「利用者登録」から、アクセスします。 

 

 

〇直接のアクセスは「https://www.nicewebshinsei.net/hkjc/system/」から。 

 

NICE 電子申請システムのログイン画面が表示されます。（図１－１） 

「新規登録」ボタンをクリックしてください。 

図１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

・ 同一の社から複数の利用承認申請はできません。 

・ 「利用者登録」は、各社単位ですので、「３－５）社員管理」をご活用ください。 
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ご利用のお申込み画面が表示されます。（図１－２） 

必要事項（*は必須）を入力し、「登録内容の確認」ボタンをクリックしてください。 

※パスワードは、英数混在で 8 文字以上としてください。 

※パスワードは、NICE 電子申請システム起動時に必要となりますので必ず控えておいてください。 

  図１－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お申込み内容の確認が表示されます。（図１－３） 

表示されている内容をご確認頂き、「登録」ボタンをクリックしてください。 

  図１－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で利用者登録の作業は完了です。 

当機関にて内容を確認させて頂き承認させて頂きました後、メールにて ID を送信させて頂きます。 

送信させて頂きました ID と、上記「図１－２」の際に設定されたパスワードにより、NICE 電子申請

にログインが可能となります。 
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２．NICE 電子申請システムのログイン 

 

ブラウザより「https://www.nicewebshinsei.net/hkjc/system/」にアクセスすると「NICE 電子申請ロ

グイン画面」が表示されます。（図２－１） 

NICE 電子申請システム新規登録時にメールで送信された「ログイン ID」と新規登録画面で入力した「パ

スワード」を入力し「ログイン」ボタンをクリックします。 

 

  図２－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※パスワードをお忘れの場合は、３－１パスワードの再設定をご覧ください。 

 

 

NICE 電子申請が起動されます。（図２－２） 

 

  図２－２ 
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３．各種設定 

 

３－１ パスワードの再設定 

パスワードをお忘れの場合は、パスワードの再設定が必要となります。 

ブラウザより https://www.nicewebshinsei.net/hkjc/system/ にアクセスします。 

「NICE 電子申請ログイン画面」が表示されます。（図３－１－１） 

 

「パスワードをお忘れの方はこちら」をクリックしてください。 

 

  図３－１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パスワードをお忘れの場合画面が表示されます。（図３－１－２） 

「ユーザーID」※利用者登録時に当機関よりメールで送信させて頂いた ID と「メールアドレス」※利

用者登録時に入力されたメールアドレスを入力し、「送信」ボタンをクリックします。 

 

  図３－１－２ 
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メールを送信しました画面が表示されます。（図３－１－３） 

 

  図３－１－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

後ほど、ログインパスワード再設定の手続きに関するメールが届きます。 

メールに URL が記載されていますので、URL をクリックしてください。 

URL をクリックするとパスワードの変更画面が表示されます。（図３－１－４） 

新しいパスワードを入力し、「変更」ボタンをクリックして下さい。 

※パスワードは、英数混在で 8 文字以上としてください。 

 

 

  図３－１－４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更が完了しました画面が表示されます。（図３－１－５） 

「トップページへ」ボタンをクリックしログイン ID と新しいパスワードを入力し起動を確認してくだ

さい。 

 

  図３－１－５ 
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３－２ ユーザー情報の設定 

当機関からのメール受信設定や、メール送信先追加・電子署名 ID 登録等の設定を行います。 

NICE 電子申請を起動し、「ユーザー情報」をクリックしてください。（図３－２－１） 

  図３－２－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図３－２－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２－２の黄色で囲まれている部分は利用者登録時に設定した内容が表示されています。 

「編集開始」ボタンをクリックすると編集が可能となります。設定した情報を保存したい場合は、最後

に「保存」ボタンをクリックしてください。保存したくない場合は「キャンセル」ボタンをクリックし

てください。 

①：追加送信先メールアドレス 

  PC メールアドレスで設定したアドレス以外にも NICE 電子申請関係のメールを受信したい場合に

利用します。携帯電話や他 PC 等のメールアドレスを入力し「保存」ボタンをクリックしてください。 

  ※追加送信先が複数の場合は、改行してメールアドレスを入力してください。 

 

②：ユーザーID 

  NICE 電子申請システム新規登録時にメールで送信された「ログイン ID」が表示されています。 

  ※編集不可 

①

②

⑥
⑤

③

④

□
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③：共有コード： 

  NICE 電子申請は、物件単位で協力事務所と物件を共有することが可能です。（パートナー管理機

能） 

  自分が申請データを作成し、協力事務所の共有コードをお聞きし、パートナー依頼を行うことによ

り協力事務所も同じ物件の閲覧等が可能となります。 

※閲覧・編集・メール受信の権限も物件単位で設定することが可能です。 

※詳しくは P.14 ３－６パートナー管理参照。 

 

④：電子署名 ID 

          当機関は、電子署名の活用はありません。（空欄でお願いします。） 

⑤：電子署名方式 

 

⑥：お知らせメール 

   NICE 電子申請から自動送信される一部のお知らせメールの受信設定が可能です。 

  ・中間検査/完了検査時期のお知らせメールを受信したい場合は、チェックを入れてください。 

  ・チャットが送信された場合にメールを受信したい場合は「チャットを受信した場合」にチェック

を入  

   れチャット内でファイル（添付ファイル）のみ送信された場合のみ受信したい場合は「添付ファ

イル有りの場合のみ」にチェックを入れてください。 
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３－３ パスワードの変更 

パスワードを変更したい場合に設定を行います。 

NICE 電子申請を起動し、「ユーザー情報」をクリックしてください。（図３－３－１） 

「パスワード変更」をクリックしてください。（図３－３－２） 

旧パスワードを入力後、新パスワードを入力し、「変更」ボタンをクリックしてください。（図３－３－

３） 

※パスワードは、英数混在で 8 文字以上としてください。 

※パスワードは、NICE 電子申請システム起動時に必要となりますので必ず控えておいてください。 

  図３－３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

  図３－３－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図３－３－３ 
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３－４ 物件共有（社員管理とパートナー管理） 

 

NICE 電子申請には物件単位で申請情報の共有（複数人で同一物件の参照・編集・申請・メールの受信

等が可能となる）機能があります。 

 

「社員管理」もしくは「パートナー管理」に登録された方と物件単位で共有が可能となります。 

 

・社員管理 

 会社でどなたか一人が NICE 電子申請の利用登録を行えば、他の社員は NICE 電子申請のログイン画   

 面から「新規登録」を行わなくても社員管理画面上で利用登録が可能です。 

社員管理で登録されている社員全員で物件を共有することが可能となります。 

※権限により、閲覧のみ、編集・申請可能等の設定が可能。 

※詳しくは P.10 3-5 社員管理（社員の追加・編集権限の設定）参照。 

 

・パートナー管理 

 当機関の NICE 電子申請に利用登録をされておられる方であれば、パートナー登録が可能。 

ユーザー情報に登録されている「共有コード」にてパートナー追加を依頼・承認することにより物件

単位で申請情報の共有が可能。 

※詳しくは P.14 3-6 パートナー管理参照。 
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３－５ 社員管理（社員の追加・編集権限の設定） 

 

会社でひとつ NICE 電子申請の利用者登録を行えば、社員管理機能で NICE 電子申請を利用する社員の

追加（利用者登録）が可能となります。 

社員を追加する場合は NICE 電子申請を起動し、「社員管理」をクリックしてください。（図３－５－１） 

 

  図３－５－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社員管理画面が表示されます。（図３－５－２） 

「追加」ボタンをクリックします。 

 

  図３－５－２ 
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新たな社員を追加する画面が表示されますので、必要事項を入力してください。（図３－５－３） 

※ユーザーID、共用コードは「保存」ボタンクリック後自動で取得し表示されます。 

 

  図３－５－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続いて、「自社他ユーザーの物件に対する権限」等を設定します。（図３－５－４） 

設定完了後、「保存」ボタンをクリックしてください。 

  図３－５－４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 

② 
③ 

④ 



- 12 - 
 

①：現在の社員管理者以外の方に社員の追加や②～④の権限の付与を行わせたい場合にチェックを入れ

ます。 

②：「自社他ユーザーの物件に対する権限」のうち、参照のみのチェックの場合、社員管理に登録され

ている社員の全物件が閲覧のみが可能となります。他社員がパートナーと共有している物件も含まれ

ます。 

物件の編集や、申請は行うことができません。他社員が作成・共有しているデータに関しての NICE 

電子申請から送信されるメールも受信することができません。 

③：「自社他ユーザーの物件に対する権限」のうち、参照にチェックを入れた場合に、編集・申請にチ

ェックを入れることが可能となります。物件の閲覧のみではなく、社員管理に登録されている社員の

全物件の編集や、申請を行うことが可能となります。他社員がパートナーと共有している物件も含ま

れます。 

④：「自社他ユーザーの物件に対する権限」のうち、参照にチェックを入れた場合に、社員管理に登録

されている社員の全物件の NICE 電子申請から送信されるメールが受信可能となります。 

他社員がパートナーと共有している物件も含まれます。 

※既にパートナー管理で登録されている方を社員管理と重複して登録する場合には、パートナー管理で

設定した権限が優先されますので図５－４の権限チェックを外してください。 

 なお、現在パートナー管理からのパートナー削除機能はございません。 

※「自社他ユーザーの物件に対する権限」等を変更する場合は、「編集開始」ボタンをクリックし上記

①～④と同様の手順で行ってください。 

登録された方が追加されます。（図３－５－５） 

社員情報の更新が完了したら、「×」をクリックしてください。 

  図３－５－５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新たに登録された方には「ログイン ID」及び「初期パスワード」がメールで送信されます。 

送信された、「ログイン ID」及び「初期パスワード」で NICE 電子申請システムにログインしてくださ

い。 

※社員管理で追加された社員は「パートナー管理」のパートナーとして自動的に登録されます。 
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NICE 電子申請システムにログインすると、パスワードの変更画面が表示されます。（図３－５－６） 

新しいパスワードを入力し「変更」ボタンをクリックしてください。 

※パスワードは、英数混在で 8 文字以上としてください。 

※パスワードは、NICE 電子申請システム起動時に必要となりますので必ず控えておいてください。 

 

  図３－５－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更完了の画面が表示されます。（図３－５－７） 

「メニュー画面へ」ボタンをクリックしてください。 

 

  図３－５－７ 

 

 

 

 

 

 

 

NICE 電子申請システム起動画面が表示されます。（図３－５－８） 

 

  図３－５－８ 
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３－６ パートナー管理 

パートナーを登録すると、物件単位で申請情報を共有することが可能になります。 

例）申請太郎が申請した物件を、「株式会社大阪：大阪太郎」と、「株式会社京都：京都三郎」をパート

ナー設定にてパートナー登録を行い物件を共有する。 

まず、「株式会社大阪：大阪太郎」及び「株式会社京都：京都三郎」それぞれの方が NICE 電子申請

システムの利用者登録を行っていただきます。 

「株式会社大阪：大阪太郎」は NICE 電子申請システムにログインします。 

「ユーザー情報」画面を開きます。（図３－６－１） 

  図３－６－１「株式会社大阪：大阪太郎」の画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「共有コード」に記載されている番号（ハイフンを含む）を、物件を申請した「申請太郎」にお伝えく

ださい。 

（図３－６－２） 

  図３－６－２「株式会社大阪：大阪太郎」の画面 
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申請太郎は、パートナー登録をする「株式会社大阪：大阪太郎」と「株式会社京都：京都三郎」の「共

有コード」をいただきましたら、NICE 電子申請システムにログインし、「パートナー管理」をクリッ

クします。 

（図３－６－３） 

  図３－６－３「申請太郎」の画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パートナー管理画面が表示されます。「依頼」ボタンをクリックしてください。（図３－６－４） 

  図３－６－４「申請太郎」の画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パートナー追加依頼画面が表示されます。 

「株式会社大阪：大阪太郎」の「共有コード」を入力し、「依頼」ボタンをクリックします。（図３－６

－５） 

  図３－６－５「申請太郎」の画面 

 

 

 

 

確認画面が表示されます。（図３－６－６） 

「はい」ボタンをクリックしてください。 

  図３－６－６「申請太郎」の画面           
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「はい」ボタンをクリックすると、パートナー管理画面の「依頼中」タブに依頼を行った「株式会社大

阪：大阪太郎」が承認待ちの状態で表示されます。（図３－６－７） 

 

  図３－６－７「申請太郎」の画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「株式会社大阪：大阪太郎」にパートナー追加依頼のメールがシステムより自動送信されます。 

「株式会社大阪：大阪太郎」は承認作業を行う場合は、NICE 電子申請にログインしてください。 

パートナー管理画面をご覧いただくと、「承認待ち」タブに「株式会社 NICEWEB 設計：申請太郎」よ

り依頼が届いておりますので、下部の「承認」ボタンをクリックしてください。（図３－６－８） 

 

  図３－６－８「株式会社大阪：大阪太郎」の画面 
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「承認」ボタンをクリックすると確認画面が表示されます。（図３－６－９） 

「はい」ボタンをクリックしてください。 

 

  図３－６－９「株式会社大阪：大阪太郎」の画面     

 

 

 

 

 

 

「はい」ボタンをクリックすると、「株式会社大阪：大阪太郎」のパートナー管理の画面に「株式会社

NICEWEB 設計：申請太郎」が追加されます。（図３－６－１０） 

 

  図３－６－１０「株式会社大阪：大阪太郎」の画面 
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「申請太郎」のパートナー管理画面にも「株式会社大阪：大阪太郎」が追加されます。（図３－６－１

１） 

 

  図３－６－１１「申請太郎」の画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「株式会社京都：京都三郎」の追加も同様の作業にて行うことができます。 

※パートナーの登録は、どちらの方から依頼をされても最終的には同様にパートナーとなることができ

ます。 
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３－７ 申請物件の共有 

申請太郎は、「株式会社大阪：大阪太郎」及び「株式会社京都：京都三郎」と情報を共有したい物件を

クリックしてください。（図３－７－１） 

※共有の申請は必ず物件を作成（申請）した側から行います。 

 

  図３－７－１「株式会社 NICEWEB 設計：申請太郎」の画面 

 

 

 

 

 

 

申請一覧画面が表示されます。（図３－７－２） 

申請種別をクリックします。 

 

  図３－７－２「株式会社 NICEWEB 設計：申請太郎」の画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 20 - 
 

指定した物件の「共有」をクリックします。（図３－７－３） 

 

  図３－７－３「株式会社 NICEWEB 設計：申請太郎」の画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共有の画面が表示されます。（図３－７－４） 

「共有変更」ボタンをクリックします。 

 

  図３－７－４「株式会社 NICEWEB 設計：申請太郎」の画面 
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共有選択の画面が表示されます。（図３－７－５） 

共有したい方の選択部分にチェックを入れます。チェック後「決定」ボタンをクリックします。 

 

  図３－７－５「株式会社 NICEWEB 設計：申請太郎」の画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※点線枠部分のチェックの有無により、編集可・不可、メール受信の権限を設定することができます。 

※共有選択のパートナー表示には、社員管理で追加した社員名も表示されます。その際社員管理で設定

された権限のデフォルト値とは無関係で編集・メール双方にチェックが入った状態で表示され、共有

選択で設定された権限が最優先されます。共有で権限を変更しても、社員管理で設定されている権限

は変更されません。 

 

該当物件に選択された方が共有に追加されます。（図３－７－６） 

 

  図３－７－６「株式会社 NICEWEB 設計：申請太郎」の画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※共有の人数制限はありません。何人でも登録が可能です。 
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以上で申請物件の共有設定は完了です。 

「株式会社 NICEWEB 設計：申請太郎」が申請したデータを「株式会社大阪：大阪太郎」も物件の閲

覧・補正等ができます。 

物件一覧で物件名の左側に○が付いている物件は、ご自身が申請したデータを表しています。 

「株式会社大阪：大阪太郎」の画面では○は付いていません。（図３－７－７） 

 

  図３－７－７「株式会社 NICEWEB 設計：申請太郎」の画面 

 

 

 

 

 

 

 「株式会社大阪：大阪太郎」の画面 

 

 

 

 

 

 

※パートナー登録した情報は保持され、別物件で「共有変更」ボタン押下時すでに登録されているパー

トナーが表示されます。 
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４．確認申請の手順 

 

４－１ 事前申請 データ作成手順 

NICE 電子申請システムにログインし、「物件一覧」をクリックします。（図４－１－１） 

新規データを作成する場合は「物件追加」プルダウンより「基準法」をクリックします。 

 

 図４－１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図４－１－２ 

 

 

 

 

 

 

 

物件情報追加画面が表示されます。（図４－１－３） 

必要事項（オレンジの縦線がある項目）を入力します。 

今回は、建築物・確認申請を入力方式で作成します。 

入力完了後、「作成」ボタンをクリックしてください。 

 

  図４－１－３ 
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建築物-確認画面が表示されます。（図４－１－４） 

「編集開始」ボタンをクリックし、第一面から第六面の情報を全て入力してください。 

全ての情報を入力後、「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

  図４－１－４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※便利機能 

「申プロ読込」：申プロデータの読込が可能です。 

「申プロ読込」ボタンをクリックします。（図４－１－５） 

 

  図４－１－５ 
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エクスプローラーが開きます。（図４－１－６） 

読み込みたい申プロデータがあるフォルダを開き、申プロデータを選択後、「開く」ボタンをクリック

します。 

 

  図４－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申プロデータが読み込まれます。（図４－１－７） 

読込み完了後、内容を確認し、「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

  図４－１－７ 
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全ての入力が完了し、保存しましたら「申請書 PDF 作成」ボタンをクリックしてください。（図４－１

－８） 

※「編集開始」ボタンが押されている状態では、「申請書 PDF 作成」はご利用できません。 

 必ず「保存」ボタンをクリックしてから作成してください。 

 

  図４－１－８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※PDF 作成時、入力内容にエラーがある場合は、確認メッセージが表示されます。（図４－１－９） 

エラーの内容はチェック画面に表示されます。 

チェック内容を確認頂きエラーが表示されないようにデータを修正してください。 

事前申請時、「申請日」は入力しないでください。 

エラーがある場合でも PDF を作成する場合は「はい」ボタンをクリックします。 

 

  図４－１－９ 
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PDF 作成が完了するとファイル一覧の画面が表示されます。（図４－１－１０） 

申請書、概要書第一・二面の PDF データがファイル一覧に添付されます。 

 

  図４－１－１０ 

 

 

申請書、概要書第一・二面以外に必要な帳票（建築工事届等）につきましては、「EXCEL 作成」ボタン

をクリックしてください。（図４－１－１１） 

※「編集開始」ボタンが押されている状態では、「EXCEL」作成はご利用できません。 

 必ず「保存」ボタンをクリックしてから作成してください。 

 

  図４－１－１１ 
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EXCEL 出力のポップアップが表示されます。（図４－１－１２） 

「▼」をクリックするとプルダウンで出力ファイルの帳票名が表示されます。 

出力したい帳票を選択してください。 

※プルダウンに表示されている帳票名は、実際の内容と異なる場合があります。 

  図４－１－１２ 

 

 

 

 

 

 

出力ファイルを確認し、「出力」ボタンをクリックしてください。（図４－１－１３） 

  図７－１－１３ 

 

 

 

 

 

エクスプローラーが開きます。（図４－１－１４） 

保存したい場所を選択し、「保存」ボタンをクリックしてください。 

  図４－１－１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCEL が起動し、選択した帳票が表示されます。 

※EXCEL 出力したデータは、確認申請で入力いただきました情報についてほぼ入力された状態で出力

されますが、入力されていない部分もございますので、その部分については新たに入力し、帳票を完

成させてください。出力ファイルは PDF に変換していただきましたうえ、ファイル一覧に添付して

ください。 
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申請に必要な図書等の添付を行います。（図４－１－１５） 

「編集開始」ボタンをクリックし、「追加」ボタンをクリックします。 

 

  図４－１－１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エクスプローラーが開きます。（図４－１－１６） 

添付したいファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックするか、添付したい全てのファイルを選択し

ドラッグ＆ドロップで添付してください。 

 

  図４－１－１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※添付する図書等のファイルは、図４－１－１６のようにそれぞれ１ファイルごとに申請していただけ

ますようお願いいたします。 

 また、ファイルの種類によっては添付できない場合がございます。その際はお手数ですが当機関まで

ご連絡いただけますようお願いいたします。 

 

※添付ファイルの容量には制限がございます。（1 ファイルあたり 150MB まで） 
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全てのファイルを添付していただけましたら、「保存」ボタンをクリックします。（図４－１－１７） 

 

  図４－１－１７ 
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４－２ 事前申請 申請手順（WEB 申請の場合） 

 

ファイル一覧より申請を行います。 

申請履歴画面の「申請」ボタンをクリックします。（図４－２－１） 

※申請履歴画面が表示されていない場合は、「履歴」ボタンをクリックしてください。 

※「編集開始」ボタンが押されている状態では、「申請」ボタンはクリックできません。 

 必ず「保存」ボタンをクリックしてから「申請」ボタンをクリックしてください。 

 

  図４－２－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請画面が表示されます。（図４－２－２） 

署名方法は「紙申請」を選択し、必要事項（オレンジの縦線がある項目）を入力後、文書名の横の□を

クリックし全てのファイルにチェックが入っていることを確認のうえ、申請画面の「申請」ボタンをク

リックしてください。 

 

  図４－２－２ 

 

 

  

WEB 申請の場合は、「手渡し」
か「郵送」を選択してください。 
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申請が完了しますと、申請履歴画面に①のように表示されていることを確認し、②の「×」をクリック

します。（図４－２－３） 

以上で「紙申請」での事前申請は完了です。 

 

  図４－２－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【WEB 申請のポイント】 

 確認済証を含む処分通知も、電子交付ができますが、WEB 申請（本申請が「紙」）の場合は、これまで

どおり、「紙」で窓口での交付又は郵送での交付となります。（偽造防止用紙や社印の押印はありません。） 

 また、確認申請書の副本は、WEB 申請では紙申請と同様に、提出された「紙」の副本となります。（HKJC

の審査済スタンプは押印されています。） 

  

  

① 
② 
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４－３ 事前申請 申請手順（電子申請の場合） 

 

ファイル一覧より申請を行います。 

申請履歴画面の「申請」ボタンをクリックします。（図４－３－１） 

※申請履歴画面が表示されていない場合は、「履歴」ボタンをクリックしてください。 

※「編集開始」ボタンが押されている状態では、「申請」ボタンはクリックできません。 

 必ず「保存」ボタンをクリックしてから「申請」ボタンをクリックしてください。 

 

  図４－３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請画面が表示されます。（図４－３－２） 

署名方法は「電子申請」を選択し、必要事項（オレンジの縦線がある項目）を入力後、文書名の横の□

をクリックし全てのファイルにチェックが入っていることを確認のうえ、申請画面の「申請」ボタンを

クリックしてください。 

 

  図４－３－２ 

 
  

電子申請の場合は、「電子交付」
を選択してください。 
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申請が完了しますと、申請履歴画面に①のように表示されていることを確認し、②の「×」をクリック

します。（図４－３－３） 

以上で「電子申請」での事前申請は完了です。 

 

  図４－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【電子申請のポイント】 

 確認済証を含む処分通知も、電子交付となります。（従って、社印の押印はありません。） 

 また、確認申請書の副本も、「電子データ」となります。 

 電子申請の場合の副本（電子データ）を印刷したものは、「副本の写し」となり、副本（の原本）は

あくまで「電子データ」であることをご理解ください。 

 

  

② 
① 
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５．その他申請 

５－１ 付帯申請の追加 

１．付帯申請のツリー構造イメージ 

確認申請以外のその他業務等の付帯申請は、確認申請

の入力前に設定した「物件」の中に、右図のように追

加していきます。 

 

これを踏まえて、本システムの操作画面をごらんくだ

さい。 

 

 

 

 

 

２．物件一覧画面の概要 

 

 

 

 

 

 

※説明のため図を簡略化しています。 

 

 

 
〉印のついた物件の

内容が下段に表示 

 
新規物件の追加（下段の［申請書作

成］ボタンとの使い分けに注意） 

 
選択した物件に対する付帯申請の追加 

（上段の［新規追加］ボタンは、別の物件に対する

確認申請や付帯申請の追加の際に利用） 

 
物件追加の際、既存データを

流用する場合に利用 

 
選択した物件の内容を表示 

( )内の数値は作成した申請の数 
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ボタン名 説明 

 

・別物件を追加する際、どの申請から入力開始するかを選択します。 

・既存の入力データは使わず、白紙の状態からの入力となります。 

・本マニュアルでは「基準法」の入力から開始する説明としていますが、例え

ば［物件追加］でその他の業務を選択した場合、基準法の入力を後回しにす

ることができます。その場合、基準法の入力は［申請書作成］から行います。 

 

・別物件を追加する際、既存の入力データを下敷きにし、どの申請から入力開

始するかを選択します。 

・例えば、既存のフラット 35 のデータを下敷きにして別物件の基準法のデー

タを作成する場合は、下図のような設定となります。 

 

 

・同じ物件内の別申請として、どの申請を入力するかを選択します。 

・既存の入力データの最新情報が反映した状態から入力を開始することができ

ます。 

・基準法では、工作物を建築物と同じ物件内に作成することはできません。工

作物申請は、［物件追加］により建築物とは別物件として作成します。 

（※プルダウンの内容は実際の表示と異なる場合があります） 

  



- 37 - 
 

５－２ 省エネ適判 

１．

 

１．計画書作成 

①物件一覧画面から、該当する物件を選択します。 

 

②画面下段から［申請書作成］をクリックし、［省エネ適判］を選択します。 
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③［申請書作成］画面で必要事項を入

力し、［作成］をクリックします。 

（以下「計画」を選択した例を示し

ます。） 

 

④入力画面が表示されます。確認申請と共通の項目は、入力済みの状態となっています。 

［編集開始］をクリックし、必要事項を入力していきます。 
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⑤設計内容説明書まで入力後、［保存］をクリックします。なお、第五面-別紙は項目表示専用で入

力できませんので、別途ＰＤＦファイルにより作成のうえ、後掲⑧の操作で追加してください。 

 

⑥［申請書ＰＤＦ作成］をクリックします（クリック後、処理にしばらく時間がかかります）。 

⑦入力データをもとに、省エネ適判計画書が生成されます（［申請書作成画面］の選択状況により、

生成される文書は異なります）。 
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［ダウンロード］により、ｐｄｆファイルの内容を参照することができます。 

⑧［編集開始］をクリックし、提出すべき書類、図面のファイルを、ドラッグアンドドロップ又は

［追加］ボタンによりファイル一覧に追加していきます。第五面別紙もここで追加します。 

⑨［保存］をクリックします。 

以上で省エネ適判に必要なデータの物件情報への登録が完了です。 

⑩申請実行以降の操作は、確認申請書と同様です。 

第４章 ４．申請実行～第７章 確認済証と副本の受け取りをご参照ください。 

 

２．省エネ適判追加 

確認申請１本に対し、省エネ適判を複数提出する場合の操作について補足します。 

①物件一覧画面から該当する物件を選択して［申請書作成］－［省エネ適判］と進み、［申請書作成］

画面を表示します。 

既に省エネ適判のデータが存在する場合、［表示名］から［別棟追加］を選択します。 
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②必要事項を選択し、［作成］をクリックします。 

以降の操作は、１．計画書作成と同様です。 

 

 

 

３．軽微変更該当証明書作成

①物件一覧画面から該当する物件を選択して［申請書作成］－［省エネ適判］と進み、［申請書作成］

画面を表示します。 

 

②「継続申請」のプルダウンから申請対象とするものを選択し、［申請種別］から「計画軽微変更（ル

ートＣ）」を選択して［作成］をクリックします。 

以降の操作は、１．計画書作成と同様です。 
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５―３ その他申請（添付ファイル方式） 

 ※ その他（＝確認申請以外）申請を行う場合は、事前に必ず申請先（本社 or 営業所）と協議した

うえで、お願いします。 

５―３－１ その他申請（既存確認申請データ有） 

物件一覧より、その他申請（添付ファイル方式、申請可能な種別は pdf）を作成したい既存物件をクリ

ックします。（図５－３－１） 

  図５－３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

申請一覧画面が表示されます。（図５－３－２） 

「申請書作成」ボタンをクリックし、「他業務」をクリックしてください。 

  図５－３－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書作成画面が表示されます。（図５－３－３） 

申請種別を選択します。 

今回は長期優良を作成します。 

入力完了後、「作成」ボタンをクリックしてください。 

  図５－３－３ 

 

 

 

 

※申請種別の内容については、マニュアルと異なる場合

がございます。 



- 43 - 
 

申請種別で選択した種別の画面が表示されます。（図５－３－４） 

「編集開始」ボタンをクリックし全ての情報を入力してください。 

全ての情報を入力後、「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

  図５－３－４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※既存物件で建築主等の情報が入力されている場合、データ作成時に内容をコピーします。 
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全ての入力完了後、「ファイル一覧」をクリックします。 

申請に必要な図面等の添付を行います。（図５－３－５） 

「編集開始」ボタンをクリックし「追加」ボタンをクリックします。 

 

  図５－３－５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エクスプローラーが開きます。（図５－３－６） 

添付したいファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックするか、添付したい全てのファイルを選択し

ドラッグ＆ドロップで添付してください。 

 

  図５－３－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※添付する図書等のファイルは図５－３－６のようにそれぞれ１ファイルごとに申請していただけま

すようお願いいたします。 

 

※現在ご利用可能な申請種別は、確認申請書が電子申請でなされた、「フラット 35（S）」、「低炭素建築

物技術審査」、「性能向上計画認定」「設計住宅性能評価」、「建設住宅性能評価」、「長期優良住宅」と

なります。 

 注）BELS については、R７年 1月 1日以降の申請を予定しております。 

 

※添付ファイルの容量には制限がございます。（1 ファイルあたり 150MB まで） 



- 45 - 
 

６．事前補正申請の手順（WEB 申請又は電子申請） 

 

当機関から補正依頼がメールで届きましたら、NICE 電子申請システムにログインします。 

物件一覧画面の右側の申請状況が赤文字で「事前補正依頼中」と表示されていることを確認します。 

（図６－１） 

※申請状況：申請物件の進捗状況が表示されています。 

 表示されている文字で現在の進捗状況を確認することが可能です。表示されている文字が黒色の場合

は当機関が審査中であることを表しており、申請物件の編集を行うことができない状態です。 

 赤文字の場合は、補正等で申請者側が作業すべき事項があることを表しており、申請物件の編集を行

うことができる状態です。 

 

  図６－１ 

 

 

 

 

 

 

補正依頼物件をクリックし、物件を開きます。（図６－２） 

申請履歴画面のファイルを開いて内容をご確認ください。 

 

  図６－２ 
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補正内容を確認後、補正が必要なファイルを修正してください。 

修正完了後、ファイル一覧を開き、補正が必要なファイルを再アップロードします。（図６－３） 

 

※判定が「審査済」となっているファイルの訂正は不要です。また「審査済」のファイルには当機関の

スタンプが押印されておりますのでご了承願います。 

 

※申請書につきましては、入力情報を訂正していただいた後、「PDF 作成」ボタンをクリックしていた

だきますと申請書 PDF ファイルが上書きされます。「編集開始」ボタンが押されている状態では、「PDF

作成」はご利用できません。必ず「保存」ボタンをクリックしてから作成してください。 

 

  図６－３ 

 

 

その他の添付図書を補正する場合は、訂正が必要なファイルを選択し、「削除」ボタンをクリックして

ファイル一覧から削除してください。 

 

※訂正前のファイルにつきましては、ファイル一覧画面からは削除されますが、申請履歴画面の「事前

申請を送信」をクリックしていただきますと、その際に添付いただきましたファイルを確認すること

ができます。 

 

その他の添付図書を補正する場合は、訂正したファイルが分かるようにファイル名の後ろに「２」等の

更新番号を付けて再アップロードしてください。 

補正をお願いしていないファイルを差し替えた場合には、コメント欄に一言いただけると幸いです。 

 

※１：新３号建築物の場合、壁量計算書・金物配置図は、「特例」項目で審査対象ではないため、「審査

済」とはなっていません。（従って、HKJC のスタンプは押されていません。）しかし、中間検査

のためには、確認申請段階で添付して頂ければ助かります。 

※１ 
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補正ファイルの添付が完了しましたら、「保存」ボタンをクリックします。（図６－４） 

※ この段階では、「申請書」及び「建築工事届」の第一面「申請日」は、未記入であることに注意し

てください。 

申請日を記入していただく段階は、次の「７事前申請が終了し、本申請へ進むためには・・・」を参照。 

    

  図６－４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保存完了後、申請履歴画面の「申請」ボタンをクリックしてください。（図６－５） 

 

  図６－５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 48 - 
 

申請画面が表示されますので、内容をご確認していただき、今回申請するファイルをチェックのうえ「申

請」ボタンをクリックしてください。（図６－６） 

 

  図６－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請が完了しますと、申請履歴画面に①のように表示されていることを確認し、②の「×」をクリック

します。（図６－７） 

以上で事前補正申請は完了です。 

 

  図６－７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 

② 
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６－１ 事前補正申請の手順 例（「電子」から「紙」への変更） 

事前申請時に「電子」で申請された後、消防同意が必要であるなどが判明し、「紙」（WEB 申請）に

切り替える場合には、「事前補正申請を依頼」が届きます。（図６－１－１） 

他に事前申請の補正が無ければ、「（事前補正）申請」を押すげます。 

 図６－１－１ 

 

 「署名方法」のチェックボックスを「電子申請」から「紙申請」に代えて、「文書名」に☑を入れて

事前補正申請をしてください。本申請は「紙」で行うこととなります。（図６－１－２） 

 図６－１－２ 
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７．事前申請が終了し、本申請（紙又は電子）へ進むためには・・・ 

注）「申請日」の記載する時期（段階）は、本申請（紙か電子）によって異なり、次のとおりです。 

７－１ 本申請が「紙」の場合（WEB 申請） 

本申請を紙で行う場合には、センターからの「正本依頼」後に申請日空欄のまま打出しして、手

書きで申請日を記入して申請書をご提出ください。 …（本申請が紙の場合、システム操作はここ

までです。） 

 

７－２ 本申請が「電子」の場合（電子申請） 

   本申請を電子申請（電子署名なし）で行う場合には、事前審査が終了し、ほかに補正がなければ、

「最終補正依頼」として、申請書と工事届に「申請日」を記入して補正申請するよう、センターか

ら依頼（メール）があります。（図７－２－１）… 要領は、通常の補正申請と同様です。 

 図７―２－１ 

 

「事前補正申請を送信」を押下げると、申請履歴詳細が開きます。（図７―２－２） 

 図７―２－２ 
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 「ファイル一覧」①から「編集開始」②を押し下げ、申請日を入れる「申請書」と「建築工事届」を

削除します。（図７―２－３） 

 図７―２－３ 

 

 

 「第一面」の「申請日」①を記入して、「保存」②します。（図７―２－４） 

 図７―２－４ 

 

  

① 

② 

② 

① 
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 「申請書 PDF 作成」を押下げる（図７―２－５）と、「申請日」の記入された「申請書」と「概要

書」が作成されます。（図７―２－６） 

 図７―２－５ 

 

 

 その際、「概要書」については、申請日は不要ですが、申請書とセットで更新され、申請欄の「済」

と判定欄の「審査済」のチェックが外れます。（図７―２－６） 

 図７―２－６ 
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これに続き、「建築工事届」にも同じ申請日を記入して、「編集開始」によって、ファイルを追加①し

て、「保存」②します。（図７―２－７） 

 図７―２－７ 

 

 

 入れ替えたファイルが揃ったら、補正申請のため「申請」を押下げます。（図７―２－７） 

 図７―２－８ 

 

  

① 

② 
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 「文書名」①にチェックを入れると、全ての「文書名」②にチェックが入りますので、最後に「申請」

③を押下げます。（図７―２－９） 

 図７―２－９ 

 

事前補正申請が送信されました。（図７―２－10） 

 図７―２－10 

 

① 

② 

③ 
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８．本申請の手順（電子申請） 

 

８－１）確認済証の受取前の準備 

  確認済証を受け取る（ダウンロード）ためには、「公開データのダウンロード」に☑が必要です。 

  それが無い場合には、ダウンロード時に「ダウンロード権限が無いので、ダウンロードできません。」

と表示されます。 

 

 １．メインメニュー画面から「社員管理」を選択します。 

 

 ２．公開 DLに「○」を付けるためには、次の手順で操作を行います。 

 

 ３．「編集開始」を押す下げます。 
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 ４．「公開データダウンロード」に☑を入れ、「保存」を押し下げます。 

 
 

 ５．ここからは、物件ごとの設定です。 

「物件一覧」から検査済証等が公開された物件を選択し、「共有」を選択します。 

 
 ６．「共有変更」を押し下げます。 
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 ７．共有変更画面から「公開 DL」に☑を入れて、「決定」を押し下げます。 

 

「公開 DL」に○が付されたっことを確認します。 

 

 

以上で、確認済証の受け取り（ダウンロード）準備は、完了です。 
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８－２ 確認済証と副本の受け取り 

副本の交付は、これまでのチャット画面でのファイル添付ではなく、ＮＩＣＥ電子申請システムから 

のダウンロードとなります。 

１．本申請 

①当機関の事前チェックが終了次第、 

本申請をお願いする旨のお知らせメールが届きます。 

②物件一覧を開き、該当物件をクリックします。申請状況に「正本依頼中」と表示されているのを

確認し、［申請種別］の「確認」をクリックします。 

③ファイル一覧を表示し、判定欄がすべて「審査済」となっているのを確認して［本申請］をクリ

ックします。 
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④［業務約款に同意する］にチェックを入れ、［申請］をクリックします。 

⑤ファイル一覧画面に戻ります。 

以上で本申請が完了です。  

本申請前に事前補正を行った場合、本システムで

は、最終の補正で送信した文書が本申請の対象文書

として扱われます。 

例えば最終の補正で１ファイルしか送信しなかっ

た場合、本申請画面は右図のようになります。 

この場合は、当機関の操作により一旦事前補正段階

に戻す必要がありますので、チャットエリアよりそ

の旨を当機関にお知らせください。 
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 ２．確認済証交付連絡 

①当機関の本審査が終了し、確認済証が交付され次第、 

確認済証が交付された旨のお知らせメールが届きます。 

②物件一覧を表示し、［申請状況］に「審査終了」と表示されているのを確認します。 

 ３．確認済証の受け取り 

①物件一覧の［確認済証受取方法］の表示内容に従ってお渡しします。 

確認済証受取方法は、電子交付、手渡し又は郵送のいずれかです。以下、電子交付の手順につい

て説明します。 

②電子交付を受けようとする物件のチャットエリアを表示します。 

確認済証が表示されます。 

確認済証のアイコンをクリックし、確認済証のＰＤＦファイルをダウンロードします。 
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副本については、手渡し又は郵送の場合も含め、次項に従って取得してください。 

 

 ４．副本の受け取り 

①ファイル一覧画面を表示し、申請状況に「審査終了」と表示されているのを確認して、表最上段

にチェックを入れます。 

②すべての文書にチェック※１が入ったことを確認し、［一括ダウンロード］をクリックします。 

③ダウンロードフォルダに、「一括ダウンロード.zip」が生成します。 

zip ファイルには審査済の文書一式が格納されており、このファイルが副本そのも

のです。審査済の文書（PDF 形式のファイル）には、「HKJC」のスタンプが付与さ

れています。 

※１【チェックのポイント】  
確認申請書の副本とは、「概要書」と「建築工事届」を除いたものです。（「審査 
済」にはなっていますが、紙申請と同様に副本はありません。） 
 ダウンロードする場合は、「概要書」と「建築工事届」には☑を入れず「一 
括ダウンロード」を押下げます。 
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９．こんなときは・・・ 

 

操作がうまくいかない 

Ｑ 申請書の入力画面に入力できない、又はファイルを追加できない。 

Ａ ［編集開始］をクリックしてください。 

Ｑ 編集開始ボタンがクリックできない。 

Ａ 申請後は編集に制限がかかりますので、当機関からの補正依頼連絡等をお待ちください。 

なお、［申請取消］を実行すると再度編集可能となります。［申請取消］は当機関が申請を受信する

までの間、実行可能です。 

Ｑ 申請ボタンがクリックできない。 

Ａ ［申請］の前に［保存］をクリックしてください。 

Ｑ ファイル一覧の文書の一部しか本申請できない。 

Ａ 本申請前に事前補正を行った場合、本システムでは、最終の補正で送信した文書が本申請の対象文

書として扱われます。 

例えば最終の補正で１ファイルしか送信しなかった場合、本申請画面には１ファイルしか表示され

ません。この場合は、当機関の操作により一旦事前補正段階に戻す必要がありますので、チャット

エリアよりその旨を当機関にお知らせください。 

Ｑ 試しに作った物件が削除できない。 

Ａ 作成した確認申請などのデータをすべて削除すれば、自動的に物件も削除されます。ただし、一度

でも申請操作を行ったデータは削除ができません。 

Ｑ 物件名に外字を使いたい。 

Ａ 外字には対応していませんので、パソコンで入力できる代替漢字を使ってください。 

Ｑ ログインＩＤを忘れてしまった。 

Ａ 利用者登録が完了した旨のお知らせメールに記載がありますのでご参照ください。お知らせメール

が見つからない場合は、社員管理権限をお持ちのユーザーに依頼し、［社員管理］メニューからご参

照いただくことができます。 

Ｑ ログイン用のパスワードを忘れてしまった。 

Ａ ログイン画面の［パスワードをお忘れの方はこちら］により、パスワードを再設定してください。

詳細は「第２章 ３．パスワードをお忘れのときは」をご参照ください。 

Ｑ ログイン用のパスワードを変更したい。 

Ａ メインメニューから［ユーザー情報］を選択し、ユーザー情報画面左下の［パスワード変更］によ

りいつでも変更できます。 

 

連絡が来ない 

Ｑ ユーザー登録申請後のお知らせが届かない。 

Ａ メールアドレスの入力に誤りがあった可能性がありますので、当機関までお問合せください。 

Ｑ ユーザー登録申請後のお知らせは届いたが、ログイン ID のメールが届かない。 

Ａ 当機関での承認処理が完了後に届きます。承認処理には数日かかる場合がありますので、お急ぎの

際は当機関までお問い合わせください。 

 

 

その他 

Ｑ 物件一覧画面に表示される「申請状況」の意味がわからない。 
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Ａ 申請状況は手続がどこまで進んでいるかを示す情報で、赤文字となっている場合はお客様の操作待

ちであることを示します。詳細は後掲「申請状況一覧」をご参照ください。 

Ｑ 物件一覧画面から物件が消えた。 

Ａ 物件一覧画面の［物件検索］をクリックし、物件検索画面左下の［非表示物件のみ］にチェックを

入れて［検索］をクリックします。消えた物件が見つかったら、それを選択して［表示］をクリッ

クしてください。［物件検索］－［非表示物件のみ］のチェックを外して［検索］をクリックすると

消えた物件が復元します。 

消えた物件が見つからなかった場合は、入力後１年以上経過して表示対象外になっていると考えら

れます。この場合、物件検索画面で［条件クリア］をクリックすることで消えた物件が表示されま

す。 
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10．申請者側で表示される申請状況（ステータス）一覧 

注１ 申請状況が「事前補正依頼中」「正本依頼中」「補正依頼中」の場合は画面に赤文字で表示され、お客

様側の操作待ちであることを示します。 

注２ 申請状況が「事前相談送信中」「事前補正送信中」「補正送信中」の場合は、履歴画面にある「申請取

消」ボタンをクリックしていただくと、申請内容の編集が可能になります。 

注３ 本申請後、当機関の操作には「受信」と「受理」があり、「受理」のほうが手続が進んでいることを示

します。 
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11.注意事項 

〇 電子署名について 

  本システムを利用して電子申請を行う場合、電子署名は必要ありません。 

 

○ 対応可能なサービスについて 

  本システムで対応可能なサービスは、床面積 300 ㎡未満かつ２階建て以下の木造建築物（当面の間）、そ

れ以外は、ご相談いただき別途協議の上、引き受けを判断いたします。 
  検査業務の電子申請対象は、当社へ電子申請で確認を申請された物件といたします。 
  なお、確認業務以外の「その他業務」で電子申請が対応可能な物件は、確認申請を電子で申請された物

件といたします。 
 
○ 添付する図面等のファイル形式等について 

  アップロードする場合は、全て PDF ファイルでお願いします。（建築計画概要書第三面、建築工事届を含

む。）（１ファイル当たり容量：150MB です。） 
「ファイル一覧」にアップロードするファイルは、図面の種類ごとにお願いします。（例：配置図、平面図、

立面図、矩計図など） 
 
○ 書面での提出が必要な書類について 

  当社を経由して行政庁等に提出が必要な書類（消防同意用正本・副本、消防設備設置計画書又は取止め

届など）については、「紙」での本申請（WEB 申請を含む。）となり、書類を窓口に提出いただくか、送付

していただく必要があります。…現段階で、消防は電子対応がないため。 

 

○ 確認済証と副本について 

  電子申請での「確認済証」と「副本」は、書面での交付は行いませんので、お手数ですが本サービスに

よる電子データのお受け取りとなます。 
 
○ その他   
 １） NICE 電子申請システムでは、ブラウザの「戻る」ボタンは利用できません。 

   必ず、NICE 電子申請システム上の「戻る」もしくは「ホーム」ボタンでのご利用を頂けますよう、お

願いします。 

（物件入力画面から全画面に戻る際には「戻る」をクリック。） 
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（物件一覧画面から全画面に戻る際は、ホームページボタンをクリック。） 

 

  
２）物件ロックとロック解除について 
 物件ロック時は、以下のメッセージが表示されます。 
 表示メッセージ：「別のユーザーが処理中のため、その操作を実行することができません。」 

 
（物件がロック中となる仕様） 
 物件編集中（「編集開始」ボタンをクリック後に「編集開始」ボタンがグレーアウトになっている状態） 
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（物件ロック解除となる仕様） 
 物件編集中に「保存」or「保存して戻る」or「キャンセル」のいずれかのボタンクリック時。 

 

 物件ロック（編集中）にブラウザの「×」をクリックし終了した場合は、20～30 分物件がロック状態とな

り現状は解除できません。 従って、ブラウザの「×」をクリックしないようお願いします。 
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12. 株式会社広島建築住宅センター ＮＩＣＥ電子申請システム利用規約 

 

（目的） 

第１条 本規約は、株式会社広島建築住宅センター（以下「センター」という。）が、運営する NICE 電

子申請システム（以下「本システム」という。）の利用にあたって必要な事項を定めるものです。 

 

（用語の定義） 

第２条本規約おいて使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによります。 

 ⑴ ＷＥＢ申請  インターネットを利用して電子データによる建築確認事前相談（事前申請）、そ

の 

他業務申請等をしていただき、補正が完了しましたら、電子データを書面に印刷して 申請してい

た 

だくものです。 

⑵ 電子申請  インターネットを利用して電子データによる建築確認事前相談（事前申請）、その他

業 

務申請等をしていただき、補正が完了しましたら、電子データにて申請（本申請） をしていただ

く 

ものです。 

⑶ 利用者  本システムを利用する個人及び法人等をいいます。 

⑷ 利用者登録  本システムの利用に必要な利用者ＩＤ及びパスワードの発行のために、本システ

ム 

を利用して氏名、メールアドレス等の登録を行うことをいいます。 

⑸ 利用者ＩＤ  利用者を特定するため、利用者登録時にセンターが付与する一意の符号をいいま

す。 

⑹ パスワード  利用者を特定する際のセキュリティを目的として、利用者が指定し、管理する    

符号をいいます。 

⑺ 電子ファイル  本システムを利用して添付する書類をいいます。 

⑻ 入力情報  本システムに入力した物件情報をいいます。 

 

（規約への同意） 

第３条 本システムは、本規約に同意されていることを前提に提供するものとし、利用の前に必ず本規

約の内容を確認いただき、本規約に同意できない場合には利用できないものとします。なお、本シス

テムを利用された方は、本規約に同意したものとみなします。 

２ センターは、本システムの利用を希望する利用者が以下のいずれかに該当する場合、本システムの

利用者登録を拒絶できるものとし、また登録後であっても抹消できるものとします。 

⑴ 本システムをセンターへの申請以外の目的で利用した場合。 

⑵ 本システムに対し、不正にアクセスすること。 

⑶ 本システムの管理及び運営を故意に妨害した場合、またはそのおそれがある場合。 

⑷ 本システムに対し、ウイルスに感染したファイルを送信すること。 

⑸ 利用者登録の際に入力した内容に虚偽の内容があった場合。 

⑹ 第三者による不正使用が判明した場合、またはそのおそれがある場合。 

⑺ その他法令等に反すると認められる行為をすること。 

３ 利用者は、登録情報に変更があった場合、本システムにより遅滞なく登録情報の変更を行わなけれ

ば 

ならないものとします。 

４ 利用者は、本システムの利用を中止し利用者登録の情報を抹消しようとするときは、センターが指

定 

する方法により届け出るものとします。 

 

（利用者の責任） 

第４条 利用者は自己の責任と判断に基づき、本システムを利用し、利用によって生じる利用者ＩＤ及



- 69 - 
 

びパスワード（以下「各種情報」という。）を厳重に管理するものとします。 

２ 利用者は、本システムを利用するために必要な機器及び環境をすべて自己の責任と負担において準

備し、それらの管理を自己の責任において行うものとします。 

３ 利用者は、自己の各種情報の管理、使用について一切の責任を負い、自己の各種情報により本シス

テムを利用してなされた一切の行為について当該行為を自己がしたか否かを問わず、利用者本人が責

任を負うものとします。 

４ 利用者は、自己の各種情報が使用されたことにより、センターや利用者自身、又は第三者において

損害が生じた場合には、その損害を賠償・負担しなければならないものとします。 

５ 利用者は、各種情報の盗難、第三者による不正使用が判明した場合、またそのおそれがあるときは

直ちにセンターにその旨を連絡するとともに、センターからの指示 がある場合にはこれに従うもの

とします。 

６ 利用者は、本システムの利用に際して、使用する機器のセキュリティ対策に努めるものとします。 

４ 利用者は、本システムの機能を用いて電子ファイルを登録する場合は、必ず事前にウイルスチェッ

クを行うものとします。ウイルスチェックに使用するアプリケーションの種類は指定しませんが、常

に最新のパターンファイルを適用することとします。 

 

（利用可能時間） 

第５条 本システムは、原則、24 時間 365 日利用可能とします。ただし、保守・点検等により、利用者

に事前通知をすることなく、本システムの一部又は全部を停止、休止、中断等を行うことができるも

のとします。 

 

（禁止事項） 

第６条 利用者は、本システムの利用者として有する権利を第三者に譲渡又は承継若しくは使用させて

は  

ならないものとします。 

２ 本システムの利用に当たっては、本規約に定める事項を遵守するほか、第３条第２項各号に掲げる

行 

為を禁止します。 

 

（利用の停止又は制限） 

第７条 センターは、利用者が第３条第２項各号のいずれかに該当する行為を行った場合又は行ったと

疑うに足りる相当な理由がある場合は、利用者に事前に通知し本システムの利用を停止又は制限する

ことができる。ただし、緊急を要する場合は、通知することなく本システムの利用を停止又は制限す

ることができる。 

 

（システム使用可能文字） 

第８条 本システムにおいて使用可能な文字は以下の各号に掲げるもののみとし、その他の外字、機種

依存文字等の使用は不可とします。 

⑴ 半角英数字及び記号は、JISX-0201-1997 を使用する。 

⑵ 全角漢字は、JIS 第一水準漢字、JIS 第二水準漢字を使用する。 

⑶ カタカナを使用する場合は、全角カナを使用する。 

 

（個人情報保護） 

第９条 センターが、本システムを提供する上で知り得た利用者等の情報、入力情報、電子ファイル及

び利用履歴の取り扱いについては、センターの「個人情報保護方針」に準ずることとします。 

 

（問い合わせ） 

第１０条 本システムの利用に関する問い合わせの連絡先については、センターホームページに掲載す

ることとします。 

 

（免責事項） 

第１１条 センターは、利用者が本システムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が

第三者に与えた損害について一切の責任を負わないものとします。 
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２ センターは、本システムの改修及び運用の停止、休止又は中断を行ったことによって生じたいかな

る損害に対しても一切の責任を負わないものとします。 

３ センターは、本システムに障害が発生したときには、早急な復旧に努めますが、このことによって

生じたいかなる損害に対しても一切の責任を負わないものとします。 

 

（著作権） 

第１２条 本システムに含まれるプログラム及びその他著作物に関する著作権は、国際著作権条約及び

日本国の著作権関連法令によって保護されています。本システムに含まれるプログラム及びその他著

作物の修正、複製、改ざん、販売等の行為及びリバースエンジニアリングを禁じます。 

 

（準拠法及び管轄） 

第１３条 本規約は日本国の法律を準拠法とします。 

２ 本システムの利用に関して紛争が生じたときは、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所

とします。 

 

（本規約の変更） 

第１４条 センターは、必要があると認めるときは、利用者に対して事前に通知することなく、本規約

を変更することができるものとします。 

２ センターは本規約の変更を行った場合には、速やかに本システムのトップページの「お知らせ」に

掲載するものとします。 

３ 前項の掲載後、利用者が本システムを利用した場合は、変更後の本規約に同意したものとみなしま

す。 

 

附則 

この規約は、令和３年 10 月 1 日から施行する。 

この規約は、令和７年 ４月１日から施行する。 

 


